
 

  

地域一体となった宿泊事業者物価高騰等対策支援補助金交付要領 
 

（趣旨） 

第１条 知事は、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の危機に対して強靱で持続可能な観光を実

現するため、地域が一体となって取り組む、県内のモデル地域になるような面的ＤＸ化の推進に資

するシステムの導入等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、そ

の交付については、熊本県観光戦略補助金等交付要項（以下「交付要項」という。）に定めるもの

のほか、この要領に定めるところによる。 

 
（補助事業者） 

第２条 交付要項第１条に規定する補助対象事業者は、第５条に規定する交付の申請時点で事業

を継続中であり、熊本県内に所在する宿泊施設を有する宿泊事業者（旅館業法（昭和２３年法

律第１３８号）第３条第１項に規定する許可を受けた者をいう。ただし、風俗営業等の規制及

び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型

性風俗特殊営業を営む者を除く。）を中心とした、地域の観光事業者、観光団体等３者以上で

組織された団体、またはその地域を管轄する市町村（以下「補助事業者」という。）とする。 

 

（補助対象経費） 

第３条 交付要項第２条に規定する補助対象経費は、補助事業者が実施する、面的ＤＸ化の推進

に資するシステム導入等に係る取組み（以下「補助事業」という。）に要する経費のうち知事

が認める経費（以下「補助対象経費」という。）とする。 

２ 補助対象経費に係る補助率等については、交付要項別表のとおりとし、算出した額に千円未

満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 
（補助の期間） 

第４条 この補助金の対象期間は、補助金交付決定の日から令和７年（２０２５年）２月２８日

までとする。 

 
（補助金の交付申請） 

第５条 交付要項第３条第２項に規定する添付書類は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書（別記第１号様式－別紙） 
（２）収支予算書（交付要項別記第２号様式） 
（３）誓約書（別紙１） 
（４）その他参考となる資料 

２ 申請にあたっては、代表となる申請主体を選定しなければならない。 

３ 次の各号のいずれかに該当する事業者は、交付申請をすることができない。 

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業者 

（２）暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号）に規定する暴力団、暴力団員等又は暴

力団密接関係者 

（３）前各号に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと会長が認める者 

４ 知事は、前項第２号に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に関する事項につ

いて、熊本県警察本部長あて照会することができる。 



 

 
（補助事業の経理等） 

第６条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理

と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、第１項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（第９条第１項第３号に基づく

廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったと

きは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。 
 

（補助事業の内容等の変更） 
第７条 要項第５条第１項に規定する内容等の変更事由は、次のとおりとする。 
（１）補助対象経費の額を増額しようとするとき。また、５０パーセントを超える額を減額し

ようとするとき。 
（２）補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 
（ア）補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、よ

り能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合 
（イ）補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

（３）補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 交付要項第５条第２項に規定する変更申請書に添付すべき事業変更計画書は、第５条第１項

第１号及び第２号に規定する書類（変更後のもの）とする。 
３ 前項の変更申請書の提出期限は、変更のあった日から３０日以内とする。 

 
（実施状況の報告等） 

第８条 交付要項第８条に規定する状況報告については、知事は事業の進捗状況を把握するため、

適宜、ヒアリングの実施や状況報告書の提出を求めることができるものとする。 
 

（実績報告） 
第９条 熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号）の実績報告書の提出期限は、

補助事業の完了の日から起算して１か月を経過した日又は令和７年（２０２５年）２月２８日

のいずれか早い期日とする。 
２ 交付要項第９条第２項第２号に規定する書類は、次のとおりとする。 
（１）事業実績書（別記第８号様式－別紙） 
（２）その他知事が必要と認める書類 

（財産の処分の制限） 

第１０条 交付要項第１３条に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数に相当する期間とする。 

 
 

附 則   
この要領は、令和６年３月２９日から適用する。 

 

 

 


